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平成26年５月20日発行 №352号

平成 26年度大船渡商工会議所事業が始動Ｐ２～３

中小企業支援制度のご案内Ｐ４～５

第３回えがお咲く「さんりく春の子どもまつり」のお知らせＰ６

大船渡地域商品券の有効期限をご確認くださいＰ８

●主な内容●

盛町、天照御祖神社の式年大祭

東日本大震災後初となる、盛町の式年大祭が大型連休中の５月３日、
４日の２日間盛町内で盛大に開催されました。両日とも天候に恵まれ
市内外から多くの見物客が訪れ、山車や手踊りなど多くの見物客を魅了
していました。



○
大
船
渡
土
地
区
画
整
理
事
業
並
び

に
津
波
復
興
拠
点
整
備
事
業
に
対

す
る
提
言
要
望

○
商
店
街
機
能
再
生
の
た
め
の
各
種

支
援
策
並
び
に
街
な
か
再
生
助
成

事
業
を
導
入
し
た
商
店
街
、
個
店

の
支
援
対
策
の
推
進

○
土
地
区
画
整
理
事
業
に
伴
う
土
地

の
嵩
上
げ
に
よ
る
移
転
が
生
じ
た

場
合
、
グ
ル
ー
プ
補
助
金
の
返
還

緩
和
措
置
対
策
の
要
望

○
日
本
商
工
会
議
所
・
東
北
六
県
商

工
会
議
所
連
合
会
並
び
に
岩
手
県

商
工
会
議
所
連
合
会
と
の
連
携
に

よ
る
国
・
県
へ
の
意
見
要
望
活
動

の
実
施

○
大
船
渡
商
工
会
議
所
「
津
波
復
興

商
業
再
生
対
策
室
」
の
設
置
と
、

商
業
再
生
へ
の
本
格
的
取
り
組
み

の
実
施

○
商
店
街
区
へ
の
出
店
予
定
事
業
者

グ
ル
ー
プ
へ
の
事
務
協
力
体
制
の

推
進

○
エ
リ
ア
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
推
進
会

議
等
の
事
業
運
営
へ
の
協
力

２

①東日本大震災からの早期復興の①東日本大震災からの早期復興の

ため国、県への政策提言ため国、県への政策提言

②完全復旧していない事業所、再開②完全復旧していない事業所、再開

していない事業所への支援強化していない事業所への支援強化

③津波復興拠点整備事業区域の商③津波復興拠点整備事業区域の商

店街区形成実現と新たなまちづ店街区形成実現と新たなまちづ

くり形成に向けた取り組みくり形成に向けた取り組み

④経営指導体制の強化と各種支援④経営指導体制の強化と各種支援

助成金を導入した効果的指導助成金を導入した効果的指導

政
策
提
言

、
要
望
活
動
等

▲各議案を承認した通常議員総会

▲昨年８月の復興商店街実現プロジェクトに関する市長要望

▲

復
興
に
向
け
整
備
が
進
む
大
船
渡
駅
周
辺

大
船
渡
駅
周
辺
地
区
商
店

街
づ

く
り

と
ま

ち
づ

く
り

重 点 事 業

第

１１６回
通

常
議

員
総

会
を

開
催

平
成
２６
年
度
の
事
業
と
予
算
を
決
め
る
、
第
１１６
回
通
常
議
員
総
会
が
３
月
２８
日
（
金
）、
大
船
渡
商
工
会
議
所
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
総
会
の
冒
頭
で
齊
藤
会
頭
は
「
今
年
度
も
復
興
を
加
速
さ
せ
る
た
め
、
被
災
し
た
会
員
企
業
の
一

日
も
早
い
完
全
復
興
を
目
標
に
総
力
を
あ
げ
て
取
り
組
む
覚
悟
。」
と
あ
い
さ
つ
。
そ
の
後
、
議
事
に
移
り
平
成
２６
年

度
事
業
計
画
案
並
び
に
収
支
予
算
案
に
つ
い
て
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
通
り
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
は
特
に
も
、
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
本
格
的
な
取
り
組
み
に
向
け
、
会
議
所
内
に
「
津
波
復
興
商

業
再
生
対
策
室
」
を
新
設
し
、
新
商
店
街
区
へ
の
出
店
希
望
者
へ
の
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
他
の
主
な
事
業
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

東
日

本
大

震
災

か
ら

の
早

期
復

興

の
た

め
の

国
県

へ
の

政
策

提
言

関
係

団
体

と
連

携
し

た
提

言
要

望

大
船

渡
商

工
会

議
所

事
業
が

始
動
平成
26年度



○
中
小
企
業
等
復
旧
・
復
興
支
援
事

業
（
第
１０
次
以
降
の
グ
ル
ー
プ
補

助
金
）
申
請
に
伴
う
事
務
指
導
を

は
じ
め
と
す
る
支
援
体
制
の
推
進

○
「
事
業
復
興
雇
用
創
出
助
成
金
」

活
用
に
対
す
る
相
談
支
援

○
二
重
ロ
ー
ン
を
か
か
え
る
中
小
企

業
に
対
し
て
の
経
営
改
善
計
画
等

の
指
導

○
日
本
商
工
会
議
所
「
遊
休
機
械
設

備
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
事
業
の
継
続
実
施

○
仮
設
商
店
街
か
ら
本
設
商
店
街
移

行
に
伴
う
支
援

○
国
の
ま
ち
づ
く
り
補
助
金
・
に
ぎ

わ
い
補
助
金
導
入
に
伴
う
商
店

街
・
個
店
活
用
支
援
の
推
進

○
三
陸
け
せ
ん
希
望
ス
ト
リ
ー
ト
連

絡
協
議
会
が
実
施
す
る
震
災
復
興

物
産
事
業
並
び
に
け
せ
ん
ブ
ラ
ン

ド
商
品
開
発
事
業
の
推
進

○
全
国
ち
ん
ど
ん
大
会
の
開
催
と
運

営
支
援
協
力

○
産
業
競
争
力
強
化
法
、
経
営
力
強

化
支
援
法
、
小
規
模
事
業
者
支
援

促
進
法
の
各
種
支
援
補
助
メ

ニ
ュ
ー
を
活
用
し
た
事
業
の
実
施

○
認
定
支
援
機
関
制
度
を
活
用
し
た

中
小
企
業
、
小
規
模
事
業
者
等
の

各
種
助
成
金
導
入
と
経
営
改
善
計

画
作
成
の
相
談
対
応

※
認

定
支

援
機

関
と

は
…

商
工

会
議

所
を

は
じ

め
と

す
る

金
融

機
関

、

税
理

士
、

中
小

企
業

診

断
士

等
の

国
の

認
定

を

受
け

た
機

関

○
小
規
模
事
業
者
並
び
に

中
小
企
業
者
へ
の
金

融
、
経
営
、
労
働
、
税

務
、
経
理
等
の
指
導
業

務
の
実
施

○
「
地
域
力
活
用
新
事

業
・
全
国
展
開
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
」
導
入

の
調
査
・
研
究

○
青
色
申
告
制
度
の
普
及
促
進
と
税

務
相
談
指
導
体
制
の
強
化

○
円
滑
な
消
費
税
転
嫁
の
た
め
の
消

費
税
対
策
研
修
会
の
開
催
並
び
に

窓
口
相
談
の
継
続
実
施

○
商
工
会
議
所
本
所
、
支
所
の
活
力

あ
る
事
務
局
体
制
を
目
指
し
て
、

明
る
い
窓
口
、
接
客
対
応
の
強
化

○
国
際
リ
ニ
ア
コ
ラ
ー
ダ
ー
誘
致
実

現
の
た
め
の
岩
手
県
国
際
リ
ニ
ア

コ
ラ
イ
ダ
ー
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
推
進
協

議
会
へ
の
協
力

○
〝
わ
〞
で
奏
で
る
東
日
本
大
震
災

応
援
コ
ン
サ
ー
ト
ｉ
ｎ
大
船
渡
の

協
力
開
催

３

被
災
事
業
所

の
完
全
復
旧
・

復
興
支
援
事
業

▲「
遊
休
機
械
設
備
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
事
業
に
よ
り
納
品
さ
れ
た

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

商
工
業
・
物
産

、
観
光
対
策

▲

昨
年
実
施
し
た
販
路
開
拓
支
援
事
業
と
全
国
ち
ん
ど
ん
大
会
の
様
子

▲

小
規
模
事
業
対
策

産
業
振
興

税
務
対
策

事
務
局
体
制

の
充
実

、
強
化

そ
の
他

▲

昨
年
６
月
に
完
成
し
た
商
工
会
議
所
新

会
館



４

「エキスパートバンク」制度は、さまざまな経営課題を抱える小規模事業者の皆さんからのご要望に応じ

て、商工会議所に登録された専門家を直接事業者に派遣し、専門的・実践的なアドバイスによって問題の

解決に役立てていただくものです。

経営一般、税務、法律、労務、製造管理、情報処理、人材育成、店舗診断 等

４月１日から消費税が８％に引き上げになりました。各事業所では価格転嫁ができてなければ、利益の

減少につながり経営に大きな影響を及ぼします。

以下のチェックリストをご確認のうえ、早めに転嫁対策を行いましょう。

□買いたたきなど不当な値下げ要求は受けていませんか？

□値札（価格表示）の対策はお済ですか？

□駆け込み需要およびその反動減に対する準備はできていますか？

□経理処理について準備はできていますか？

□資金繰り対策はできていますか？

□税率引上げに対応した価格設定を考えていますか？

小規模企業共済制度とは、個人事業主や共同経営

者または会社等の役員の方が事業を辞めたり、退職

した場合に、将来の生活保障の資金を事前に準備し

ておく経営者の退職金制度です。

常時使用する従業員数が 20 人以下の製造業、建設

業等（商業・サービス業は 5人以下）の個人事業主及び

会社等の役員。また、加入時の年齢制限はありません。

掛け金月額は、1,000 円から 70,000 円の範囲内で自由に選
択することができ、年途中で増額・減額することも可能です。

中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者が倒

産したことにより売掛金債権等の回収が困難となっ

た場合に、共済金の貸付が受けられる制度です。

業種ごとに資本金等の額もしくは従業員の人数に

よって加入できます。

掛け金月額は、5,000 円から 200,000 円の範囲内で自由
に選択することができ、年途中で増額・減額することも可能です。

専門家派遣相談 （エキスパートバンク）

①費用は無料 ②専門家を直接企業に派遣 ③企業秘密は厳守

主な相談分野

小規模企業共済制度

制度の特徴（加入できる方）

掛け金は
全額所得控除

受け取る共済金も退職所得扱い、ま

たは公的年金等の雑所得扱いとなり、

節税効果があります。

事業資金が
必要になった時…

納付掛け金の８～９割の

範囲内で事業資金の借入れが可能

中小企業倒産防止共済制度

制度の特徴（加入できる方）

掛け金は
税法上全額損金

法人
掛け金は

必要経費に算入

個人

または、

節税効果があります。

掛け金の10倍の
範囲内で

最高８,０００万円まで

借入れが可能

大船渡商工会議所 中小企業支援制度のご案内大船渡商工会議所 中小企業支援制度のご案内中小企業支援制度のご案内

専門家支援

消費税転嫁対策支援

共済支援

お問い合わせは、大船渡商工会議所 本所（TEL26-2141）三陸支所（TEL44-2058）までお気軽にどうぞ。



５

小規模事業者が商工会議所経営指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために必要な資金を商工会

議所の推薦で、(株)日本政策金融公庫国民生活事業より、無担保・無保証人で融資するものです。

◆３大メリット 無担保・無保証人・低金利

・小規模事業者の方

常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業の場合は5名以下）の法人・個人事業主

・最近1年以上、大船渡市内で事業を営んでいる方

・納期の到来している所得税（法人税）、事業税、住民税を完納している方

・日本政策金融公庫の融資対象業種の方

日本政策金融公庫・大船渡市・岩手県信用保証協会との連携のもと

各種融資制度のあっ旋、借換等、金融に関する相談も行っています。

マル経融資 （小規模事業者経営改善資金融資制度）

ご利用いただける方

直接又は間接的に被害を受けた小規模事業者

の方は金利が軽減されます

・金 利 0.25％ ※平成26年５月１日現在

（貸付後当初３年間）

・融資期間 運転資金 ７年以内（据置期間 １年以内）

設備資金 １０年以内（ 〃 ２年以内）

震 災 対 応 特 枠

融資限度額 1,000 万円（一般枠
と別枠） ・金 利 運転資金 1.45％ ※平成26年５月１日現在

設備資金 1.10％

・融資期間 運転資金 ７年以内（据置期間 １年以内）

設備資金 １０年以内（ 〃 ２年以内）

一 般 枠

融資限度額 2,000 万円

正確な記帳は正しい決算と申告を導き出す、いわば経営の基礎です。当所

では、記帳指導員が記帳から決算まで一貫した記帳継続指導を行っています。

例えば・・・帳簿作成の仕方がわからない。

青色申告のメリットを教えてほしい。

決算・申告の指導をお願いしたい。

大船渡商工会議所 中小企業支援制度のご案内大船渡商工会議所 中小企業支援制度のご案内大船渡商工会議所

～初めての方
でも

お気軽にご相
談ください～

金融支援

経理(記帳)支援



６

第
３
回

え
が
お
咲

く

「さ
ん
り
く
春
の
子
ど
も
ま
つ
り
」の

お
知
ら
せ

開
催
日
時

６
月

２２日
（
日
）

10時
～

15時

ま
つ
り
会
場

大
船
渡
市
民
体
育
館
お
よ
び
周
辺

ま
つ
り
内
容

・
ふ
れ
あ
い
移
動
ミ
ニ
動
物
園

・
フ
ワ
フ
ワ
す
べ
り
台
コ
ー
ナ
ー

・
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
試
乗
体
験
と
救
急
救
命
講
座

・
六
魂
戦
隊
ゲ
イ
ビ
マ
ン
シ
ョ
ー

・
道
化
師
ク
ラ
ウ
ン
ろ
っ
く
シ
ョ
ー

・
ボ
ー
ル
プ
ー
ル

・
飲
食
コ
ー
ナ
ー

主
催

大
船
渡
商
工
会
議
所
青
年
部
・

一
関
商
工
会
議
所
青
年
部
（
桜

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

【お問い合わせ先】

一関商工会議所青年部

（桜プロジェクト事務局）

TEL=0191-23-3434

当日お手伝いをいただくボランティアを募集中です！

詳しくは一関商工会議所青年部まで

この度、日本政策金融公庫国民生活事業「国の教育ローン」の融資限度額が、お子様１人につき３５０万円まで
拡充になりました。
高校、短大、大学、専修学校などへの入学資金、または在学資金を融資する制度としてご利用ください。
◆ご 融 資 額 お子さま１人につき３５０万円以内

◆利 率 年２．３５％（固定金利：平成 26年 4月 14日現在）

※母子家庭の方は年１．９５％

◆ご返済期間 １５年以内（交通遺児家庭、母子家庭または世帯収入（所得）

200万円（122万円）以内の方は １８年以内）

◆ご返済方法 毎月元利均等返済（ボーナス月増額返済も可能）

◆据 置 期 間 在学期間内で元金の据置が可能

◆お使いみち ・学校納付金（入学金、授業料、施設整備費など）

・受験にかかった費用（受験料、交通費、宿泊費など）

・アパート、マンション等の敷金、家賃

・教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、国民年金保険料など

・今後１年間に必要となる費用が融資の対象になります。

◆保 証 （財）教育資金融資保証基金の保証、または連帯保証人１名以上

国国国国国国国国のののののののの教教教教教教教教育育育育育育育育ロロロロロロロローーーーーーーーンンンンンンンン融融融融融融融融資資資資資資資資限限限限限限限限度度度度度度度度額額額額額額額額333333330000000000000000万万万万万万万万円円円円円円円円→→→→→→→→333333335555555500000000万万万万万万万万円円円円円円円円にににににににに拡拡拡拡拡拡拡拡充充充充充充充充国の教育ローン 融資限度額300万円→350万円に拡充

日本政策金融公庫国民生活事業一関支店 TEL : ０１９１－２３－４１５７

教育ローンコールセンター TEL : ００５７－００８６５６

大船渡商工会議所 TEL : ０１９２－２６－２１４１

お問い
合わせ先
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８大船渡商工会議所女性会では、18 歳以上の女
性の方で太鼓に興味がある方や太鼓経験者の方
を広く募集しています。
気仙管内には女性だけの太鼓団体が少ない中
で、当女性会太鼓は昭和 63 年 6 月に設立。現在、
約 15 人の会員が毎週１回の練習を行い、市内の
各種イベントで活躍しています。
この機会に、太鼓に興味のある女性の方はお気
軽にお問い合せ下さい。
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「商工しおさい」は、国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙と植物油インキを使用しています。

一般小売店の経営者、従業員、製造業、サービス
担当者、専門店、スーパーなどの販売員や売り場
責任者、店長など

【お申込み・お問い合わせ】

大船渡商工会議所 本所 ＴＥＬ：２６-２１４１

〃 三陸支所 ＴＥＬ：４４-２０５８

３級販売士（第７４回）

平成26年７月12日(土）９時30分～

大船渡商工会議所 本所１階

５月26日(月)～６月19日(木)

４，１２０円

試験日時

会 場

受付期間

受 験 料

検定試験のご案内検定試験のご案内

こんな人におススメです！

大船渡商工会議所女性会大船渡商工会議所女性会

太鼓会員を募集中！太鼓会員を募集中！

*** お問い合わせ先 ***
大船渡商工会議所女性会事務局 ＴＥＬ：２６-２１４１

大船渡地域商品券の有効期限は、発行日から３年間です。

有効期限を過ぎますと使用できなくなりますので、お持ちの大船渡地域商品券の有効期限を確認して

いただき、お早めにご利用いただきますようお願いいたします。

（例）平成 26年 10 月 31 日で有効期限となる商品券

大船渡地域商品券の有効期限をご確認ください大船渡地域商品券の有効期限をご確認ください大船渡地域商品券の有効期限をご確認ください

注意 ： 有効期限が平成25年10月31日までの商品券をお持ちの方は、

商工会議所までお問い合わせ下さい。

商品券に記載してある発行日

平成 23 年 11 月 1日

商品券に記載してある有効期限

平成 26 年 10 月 31 日
有効期限はここをご覧ください

大船渡商工会議所 お問い合わせ先

〒 022-0003

大船渡市盛町字中道下 2-25

TEL 26-2141 FAX 27-1010
開所時間 午前８時 30分～午後５時 20分

〒 022-0101

大船渡市三陸町越喜来字肥の田 29-3

TEL 44-2058 FAX 44-2500
開所時間 午前 8時 30分～午後５時 20分

本
所

三
陸

支
所


